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(57)【要約】
【課題】　洗濯物５を短時間で乾燥させることが可能な
物干し装置１を提供する。
【解決手段】　物干し装置１は、ピンチハンガー３が取
り付けられた物干し竿２と、物干し竿２を支持する物干
し台６とを備え、物干し竿２は、物干し台６に形成され
た貫通穴９に保持されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピンチハンガー（３）が取り付けられた物干し竿（２）と、
　前記物干し竿（２）を支持する物干し台（６）とを備え、
　前記物干し竿（２）は、前記物干し台（６）に形成された貫通穴（９）に保持されてい
る物干し装置（１）。
【請求項２】
　請求項１に記載の物干し装置（１）において、
　前記物干し台（６）は、前記物干し竿（２）を回転自在に支持する回転支持機構（１１
）を備え、この回転支持機構（１１）は、前記物干し竿（２）を回転させるための電動モ
ータ（２３）を更に備えている物干し装置（１）。
【請求項３】
　請求項２に記載の物干し装置（１）において、
　前記物干し台（６）には前記電動モータ（２３）に接続された所定のスイッチ（７）が
設けられ、前記電動モータ（２３）は前記スイッチ（７）の操作によって動作が制御され
る物干し装置（１）。
【請求項４】
　請求項３に記載の物干し装置（１）において、
　前記スイッチ（７）が所定時間継続して操作された場合に、前記電動モータ（２３）は
所定時間継続して回転する物干し装置（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗濯物の乾燥に使用する物干し装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の物干し竿として、洗濯物を吊下げて干すピンチハンガーに設けられた吊りフッ
クを挿入するための挿入孔を竿本体に複数設けたものが知られている（例えば特許文献１
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平２－１０９５９１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の物干し竿とピンチハンガーの組み合わせによる物干し装
置では、風のない日には特に洗濯物が乾きにくい、との欠点があった。また、風の強い日
は、物干し竿が風に飛ばされて物干し台から外れてしまう、という欠点があった。
【０００５】
　上記点に鑑み、本発明は、洗濯物を短時間で乾燥させることが可能で、物干し台から外
れない物干し装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下では、本発明の理解を容易にするために、本発明の実施形態を示す図面に対応する
符号を付して説明するが、これに限定されるものではない。
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る物干し装置（１）は、ピンチハンガー（３）
が取り付けられた物干し竿（２）と、物干し竿を支持する物干し台とを備え、物干し竿は
、物干し台に形成された貫通穴に保持されていることを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る物干し装置（１）では、特定構成の物干し竿（２）と、特定構成の物干し
台を備えるため、強い風が吹いた場合でも、物干し台から物干し竿が外れない。また、物
干し竿が回転支持機構に支持されているため、ピンチハンガー（３）に掛けられた洗濯物
が物干し竿を中心に公転し、自然乾燥する場合と比較して洗濯物（５）の乾燥時間を短く
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る物干し装置の一例を示す全体概略図である。
【図２】図１の点線円内を示す拡大図であり、回転支持機構を示す概略図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線における回転支持機構の断面図である。
【図４】図１に開示した物干し装置において、物干し竿が回転している状態を示す全体概
略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［全体概要］
　以下、図面に基づき本発明に係る物干し装置の実施形態を説明する。図１に示すように
、本実施形態の物干し装置１は、物干し竿２と、この物干し竿２に取り付けられたピンチ
ハンガー３を有する。また、物干し竿２は、二本の物干し台６に支持されている。物干し
台６には、所定のスイッチ７が取り付けられている。
【００１１】
［物干し竿］
　物干し竿２は、略水平方向に支持されており、水平方向の略中央部に、ピンチハンガー
３が取り付けられている。物干し竿２の断面は円形である。図１に示す物干し竿２におけ
るピンチハンガー３の数や位置は一例であり、様々な変形例が考えられる。例えば、ピン
チハンガー３を二つあるいは三つ設けるようにしてもよい。また、ピンチハンガー３を物
干し竿２から取り外せるようにしてもよい。
【００１２】
［物干し台］
　物干し台６の上端部近傍には、所定の貫通穴９が形成されている。物干し竿２は、物干
し台６の貫通穴９に保持されている。このため、強風により物干し竿２に大きな力が加わ
っても、物干し竿２が物干し台６から外れることが防止される。
【００１３】
［回転支持機構］
　次に、図２及び図３に基づいて、回転支持機構１１について説明する。ここで、図２は
、図１の点線円Ｘにおける拡大図であり、回転支持機構１１を示している。回転支持機構
１１は、物干し竿２を物干し台６に対して回転自在に支持するためのものである。回転支
持機構１１は、物干し竿２を下方から支持する二本の下部ローラ１３と、物干し竿２を上
方から支持する一本の上部ローラ１５とを備えている。
【００１４】
　下部ローラ１３及び上部ローラ１５には、所定の回転軸１３ａ，１５ａが取り付けられ
ており、この回転軸１３ａ，１５ａを中心に回転するようになっている。回転軸１３ａ，
１５ａは、所定の軸受け１７によって、物干し台６の固定板１９に支持されている。また
、下部ローラ１３の回転軸１３ａには、所定のプーリ２１が取り付けられている。また、
下部ローラの下方には、電動モータ２３が設けられている。電動モータ２３には、モータ
プーリ２５が取り付けられている。
【００１５】
　プーリ２１とモータプーリ２５の間には、所定のベルト２７が架け渡されている。この
ため、モータプーリ２５が回転すると、それに伴って下部ローラ２１も回転するようにな
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。但し、電動モータ２３を２つ設けて、二本の下部ローラ１３を同時に回転させるように
してもよい。
【００１６】
［上部ローラ］
　上部ローラ１５は、回転軸１５ａを介して軸受け１６に回転自在に支持されている。こ
の上部ローラ１５は、物干し竿２を上部から抑える役割を有する。このため、上部ローラ
１５には、電動モータは設けられていない。但し、下部ローラ１３を電動モータ２３で回
転させる代わりに、上部ローラ１５を電動モータで回転させるようにしてもよい。
【００１７】
［スイッチ］
　また、図１に示すように、物干し台６にはスイッチ７が取り付けられている。このスイ
ッチ７は、電動モータ２３の動作を制御するためのものである。スイッチ７は、ＯＮボタ
ンとＯＦＦボタンを備えている。ＯＮボタンを１回押すと、物干し竿２が１回転するよう
になっている。また、ＯＮボタンを長押し（例えば、５秒）すると、物干し竿２が所定時
間（例えば、３０分）継続して回転するようになっている。ＯＦＦボタンは、物干し竿２
の回転を停止させるためのものである。
【００１８】
［作用］
　次に、図４に基づいて、本発明の物干し装置の作用について説明する。この図に示すよ
うに、物干し竿２は、物干し台６の貫通穴９に保持されているため、強風が吹いた場合で
も、物干し台６から物干し竿２が外れることはない。また、物干し竿２は回転させること
ができるため、洗濯物５に風が当たり、洗濯物５を通常よりも早く乾燥させることができ
る。
【００１９】
　以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、
本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開示さ
れた各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である
。
【符号の説明】
【００２０】
１　物干し装置
２　物干し竿
５　洗濯物
６　物干し台
７　スイッチ
９　貫通穴
１１　回転支持機構
２３　電動モータ



(5) JP 2018-11734 A 2018.1.25

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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